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はじめに 

大阪・関西の再生の為には確固たる地域ビジョン・地域政策が不可欠です。このようなビジョン・

政策を立案・提言する役目がシンクタンクに求められています。シンクタンクがこのような責務に

応えるためにはどうすべきかを、シンクタンクとシンクタンクをとりまく人々に集っていただき、

共に考え、議論していただきました。良いシンクタンクは地域社会発展の重要なインフラであるか

らです。 

この冊子は、このような問題提起にもとづき、大阪市立大学大学院創造都市研究科が主催、大阪

都市経済調査会が協力し、開催したシンポジウムにおける議論の内容を、講師の加藤先生のご了解

の上、取りまとめたものです。 

ご多忙中にもかかわらず、講師をお引き受けいただきました皆様に心から感謝申し上げる次第で

す。 

 

 

 

2004年 1月 

大阪市立大学大学院創造都市研究科 

大阪都市経済調査会 

 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

シンポジウム 

 

日時       2003年 12月 11日（木）午後 1:30～午後 4:00 

場所       大阪産業創造館５階 研修室Ｂ 

テーマ     「シンクタンク：政策提言機関のあり方を考える 

―シンクタンクは関西の頭脳たりうるか―」 

講師       神田 幹夫 氏（大阪市経済局企画部企画調査課長） 

         栗山 和郎 氏（社団法人関西経済連合会 理事・産業地域本部長） 

         直田 春夫 氏（特定非営利活動法人ＮＰＯ政策研究所 専務理事 

         太田 康嗣 氏（株式会社日本総合研究所 主任研究員） 

         金井 萬造 氏（株式会社地域計画建築研究所代表取締役・工学博士） 

         森田 博一 氏（株式会社シティコード研究所代表取締役） 

         塩沢 由典 氏（大阪市立大学大学院創造都市研究科教授・同研究科長 

         鈴木 崇弘 氏（阪大フロンティア研究機構副機構長） 

司会・進行    野口 隆   （大阪都市経済調査会事務局長） 



 2 

    

    

目目目目    次次次次    
    

    

    
１．出演者プロフィール .....................................................................................................................3 

２．シンポジウム ................................................................................................................................4 

３．当日配布資料 ..............................................................................................................................29 

    



 3 

１１１１．．．．出演者出演者出演者出演者プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

    

    
■神田 幹夫（かんだ みきお）：大阪市経済局企画調査課長 

 1983 年大阪大学法学部卒業後、大阪市に奉職。経済局企画調査課長代理、企業支援課長代

理などを経て、現在に至る。 

 

■栗山 和郎（くりやま かずろう）：社団法人関西経済連合会 理事・産業地域本部長 

 1971 年大阪大学法学部卒業後、社団法人関西経済連合会事務局に就職。主として企画調査

部門に属し、企画調査部長などを経て、現在に至る。 

 

■直田 春夫（すぐた はるお）：特定非営利活動法人ＮＰＯ政策研究所 専務理事 

 財団法人関西情報情報センター勤務を経て、2001 年 6 月より現職。この間、協働型政策研

究やコミュニティ・シンクタンクを提唱する。 

主な著書：『ＮＰＯと行政の協働の手引き（共著）』大阪ボランティア協会等。 

 

■太田 康嗣（おおた こうし）：株式会社日本総合研究所 主任研究員 

1982 年大阪大学人間科学部卒業。東レ株式会社を経て、1990 年株式会社日本総合研究所入

社、現在に至る。専門は都市・地域経営論。 

主な論文：「イギリスにおける行政改革の新潮流」（地方行政 2000 年 2月）等。 

 

■金井 萬造（かない まんぞう）：株式会社地域計画建築研究所 代表取締役・工学博士 

京都大学大学院工学研究科修士課程終了後、株式会社地域計画建築研究所入社。取締役大阪

事務所長などを経て、現在に至る。また、山梨大学工学部、流通科学大学などで講師を務め

る。 

 

■森田 博一（もりた ひろかず）：株式会社シティコート研究所 代表取締役 

神戸大学大学院工学研究科修士課程終了後、財団法人社会システム研究所主任研究員を経て、

株式会社シティコード研究所を設立、現在に至る。産業・市民活動の調査・指導などに携わ

る。 

主な論文：「住民参加のまちづくり手法」『ひょうご自治』等。 

 

■塩沢 由典（しおざわ よしのり）：大阪市立大学大学院創造都市研究科教授・同研究科長 

京都大学理学修士、大阪市立大学経済学部教授を経て現職。関西ベンチャー学会会長などを

務める。専門は理論経済学。 

主な著書：『複雑系経済学入門』生産性出版、『市場の秩序学』筑摩書房等。 

 

■鈴木 崇弘（すずき たかひろ）：阪大フロンティア研究機構副機構長 

東京大学法学部卒。マラヤ大学及びハワイ大学大学院に留学（政治学・未来学専攻修士号取

得）。総合研究開発機構、東京財団研究事業部長などを経て現職。 

共編著書：『世界のシンクタンク』等。 

 

■野口 隆（のぐち たかし）：大阪都市経済調査会事務局長 
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２２２２．．．．シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    
「シンクタンク政策提言のあり方を考える－シンクタンクは関西の頭脳たり得るか」 

 

【司会：野口】 

  今日はシンクタンクのあり方について各分野の方々にお話していただきます。はじめに、日頃

シンクタンクと関りの深い経済界、市民団体、行政の方々のご意見を伺います。まず栗山さんか

らどうぞ。 

 

【栗山】 

「シンクタンクは関西の頭脳たり得るか」という問題提起に対して結論だけを先に言いますと、

現時点では関西の頭脳としてシンクタンクは主要な位置を確保しているとは必ずしも言えない

のではないかと思います。しかし、関西としては必要な機能、機関であり、シンクタンクという

ものを何とか育てて強くしていくことが必要だと考えています。そういったことは私の所属して

いる関西経済連合会の中でも議論をし、そのための手を打ってきていますが、そのことを簡単に

紹介しておきたいと思います。 

1999年の 12月に「関西経済再生シナリオ」というレポートを発表しました。半年強かけて関

経連の中で議論してきたものですが、そこでは「関西経済を再生するために、強い産業、面白い

社会、住みよい地域」といったキーワードというのかビジョンを示しました。そして、そのため

のアクションプランを提案し、かつ関経連自らが特に重要なものについては進めようということ

で 11 のアクションプランを実行に移してきています。そのうちの１つが「ネットワーク型政策

シンクタンクを設立しよう」というプランでした。そのためには「関西経済の再生と活性化に向

けた地域戦略の企画立案機能」、「国家的課題に対する関西からの政策提言機能」という２つの機

能を高め、関西から世界に向けての情報発信力を充実強化する必要がありました。そのために既

存のシンクタンクあるいは学者、研究所等が有機的にネットワークして、総合的な政策シンクタ

ンクを設立しようではないかということを提案したわけです。これは特に重要だからできるだけ

早く実行しようと、翌年 2000 年春には「関西社会経済システム研究所」という、事務局の専従

員２、３名の任意団体のシンクタンクを作ったわけです。「ネットワーク型政策シンクタンク」

というのは、その研究所とかシンクタンクだけで何でもかんでも出来るものではなくて、既存の

シンクタンク等と連携することによって機能を果たして行こうという考え方ですから、関経連や

経済界との関係深い既存の研究所と連携しながらの活動を続けたわけです。しかし、どうしても

任意団体では限界がありました。何より財政基盤が弱く、例えば国等からの委託研究を受けよう

と思っても任意団体では受けられないというようなことがあります。そこで、２年間活動するの

と並行してもう一段なにか手を打とうということで、いくつかのシンクタンクを事業統合して、

財団法人関西社会経済研究所を昨年４月１日に設立しました。従来あった財団法人の関西経済研

究センター、財団法人関西産業活性化センターと、２年ほど活動した任意団体のシステム研究所

とを、（一応それ以外の所からも機能のやりとりがありましたが）統合してスタートしたわけで

す。会長は関経連会長の秋山さんが兼務するが、所長に大阪大学の本間先生をお迎えしました。

ご存じのように大阪大学の先生であると同時に経済財政諮問会議で民間議員としても活躍され

ている方です。非常に多忙ながらも所長を引き受けて頂いて活動しています。 



 5 

その関西社会経済研究所を作って１年半ほど活動している経験も踏まえて、シンクタンクの政

策提言機能を強化するためにどういうことが必要かということを、私の個人的な意見で論点だけ

を大きく２つに分けて提起させていただきたいと思います。１つはシンクタンク自身の問題で、

もう１つはシンクタンクのクライアントあるいは政策提言であれば政策提言を受けて政策を実

行する側の問題に分けられると思います。 

前者については、尽きるところは人であり、シンクタンクの専従研究員の量と質を如何に厚く

していくかが問題だと思います。ただし、これはそう簡単ではないので、合わせて人材を補う方

策を組み合わせていく必要があると思います。１つはネットワーク型で連携を深めることで、も

う１つはシンクタンクの強い財政基盤を如何に築くかということだろうと思います。 

シンクタンクも営利、非営利といろいろあります。また後ほど鈴木先生からお話があると思い

ますが、営利の場合であっても、独立採算型の場合は収益事業という、いわば公共的な仕事をど

ううまくしているか、あまり営利に走ってしまうと政策提言が出来ない、ということでジレンマ

があるのではないかと思います。今日ご出席の方の中にも、そういったシンクタンクの方がいら

っしゃるので、これについてはまた問題提起があるかと思います。 

また、シンクタンクの中には、独立採算ではなくて何か母胎の企業があって、そこから資金が

出ているという場合があるかと思います。それから財団法人形式というものもあります。非営利

の場合は概ね会員制度で、会費を頂戴して活動します。あるいは関西社会経済研究所のように専

従の研究員を企業からの出向、人件費を負担してもらって人を出してもらうというような形で運

営している場合もあります。その場合、シンクタンクへの会費を払うメリット、あるいは人材を

出向に出すメリットについて、シンクタンクとその会員や出向元の企業との関係をうまく考えて

いかないと経営が苦しくなるということがあるかと思います。 

２番目に、シンクタンクが持つ外的な問題として、クライアント、あるいは政策提言であれば

政策提言を受けて政策を実行する側の問題があると思います。委託やクライアントが存在するよ

うな場合、シンクタンクを強くする責任はクライアント側にあると思います。いろんな立場でそ

ういった仕事に関わってきて常々強く思っていることですが、クライアント側が問題意識をしっ

かり持った委託をしないと、ろくな研究は出来ないと思います。 

また、政策提言機能という意味では、政策提言をしても実行するところがどこかという問題が

あります。結論から言うと、今の関西のシンクタンクが弱い大きな原因は中央集権体制にあるの

ではないかと思うのです。もっと本格的な地方分権になり、関西のことは関西で決めるという自

治体、政府が出てくれば、強いシンクタンクが育つ状況が整うのではないかと思います。逆に言

うと、それがない中で関西のシンクタンク機能を強くするというのは非常に難しいと思います。

強すぎる中央政府がある東京と比べて、関西は非常に大きなハンディキャップを負っていると言

ってもいいのではないかと考えています。 

 

【野口】 

ちょうど関西が直面する問題の全体を包括するようなお話があったと思います。続いて直田さ

んのほうからお願いいたします。 
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【直田】 

５分間という限られた時間なので要点だけを話したいと思います。ＮＰＯ政策研究所について、

詳しくはお帰りになってからホームページでもご覧になってください。一言で言えば民間非営利

のシンクタンクということです。いま栗山さんからご指摘あった中で、特に私にピンときた言葉

は、地方分権をどうするかということでした。これは１つのキーワードではないかと思います。

資料１（ｐ29）を参照しながら聞いて頂けたらと思いますが、ここではシンクタンクに関する３

つの疑問があるのではないかと最初に言っている。1つ目の疑問は、シンクタンクというのは「誰

のために何をする機関なのか」ということが非常に曖昧なので、今のこの時代にそれを問いかけ

られているのではないかということです。 

2つ目は、「政策提案」と言うが、実際やっていることは政策の追認であったり権威づけであっ

たりすることがほとんどで、「本当に提案しているのかどうか」ということが問われていると思

います。代案が出せているのかということですね。 

3つ目の疑問は、シンクタンクを「知的集団」「頭脳集団」と言いますが、本当に「知的」なの

か、「頭脳」と呼べるのか、ということです。かなり厳しい問題ですが、これも問われていると

思います。これらをクリアしなければシンクタンクと言えないと思います。それについて３点ほ

ど論点を提案させていただきます。 

１つは政策にからんで、政策をどう考えるか、あるいは政策決定のシステムをどう変えていく

かということが根本になければいけないと思います。いわゆる「ガバメントからガバナンスの時

代」ということで、地域の行政だけでなく、市民、企業、ＮＰＯなどの様々な主体が、それぞれ

の役割を果たしながら公共的サービス、公共的事業をやっていく時代であるのではないかと思い

ます。そのそれぞれの主体が連携しながら地域を作っていくというふうに考えることが「ガバナ

ンス」ですが、それに即応した政策決定の仕組みができているかどうかということに関しては、

少しまだ疑問があります。先ほど栗山さんが言われたように、政策を作っても中央官庁だけで政

策の方向性が決まって、それに引っ張られる。そういうことではいけないだろうと思います。や

はり地域そのものが政策を作りながら、政策主体として行政もあればＮＰＯもあれば企業もある

という形の中で、シンクタンクを考えて行かなければならないというのが前提としてあると思う。 

その仕組みとしては、上位下達というのかトップが決めてそれを下ろしていくというようなツ

リー構造の政策行動ではなくて、むしろ現場からの情報をベースにしていかなければならないと

思います。例えばNPOが現場で新しい社会の仕組みをこう変えたらいいのではないかと提案し、

それをもう少し広い範囲で地域である種の提案化していく。そしてそれをもう少し広い意味で普

遍化していき、国の政策になる。そういうような形の政策形成を作らなければ、たぶん分権化社

会は出来ないのではないかと思います。そのためのサポートをシンクタンクがしなければならな

いのではないかということです。 

第２点は、シンクタンクは非常にクローズになっているということです。私も長い間シンクタ

ンクにいるのでそれをよく感じます。いろんな調査や研究が現状追認であったり、初めから決ま

っているストーリーにうまく収めることがシンクタンクのテクニックで、それが出来るところが

優秀なシンクタンクであるというような誤解があるような気がします。 

今は先の見えない時代です。例えば、本当に高齢社会になり、独居老人が増えていくことをど

うするのかと考えてみます。高齢者の中にも、動けない方から元気で自由に走り回っている方も
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あれば、所得の高い者も低い者もある、というように、いろんなパターンがあるわけです。それ

ぞれに応じてそれぞれが幸せに生きるサービスとはどういったものかということなどは、既存の

概念ではとても答えは出ないですね。それに対して新しいシステムを提案するには、「知」と言

いますかノウハウというか、そういうものをどんどん出していく必要があるのではないかと思い

ます。そういう意味では現場とか市民の人としての共同作業によって、初めて新しい政策という

のが生まれる可能性があると思うのです。特に分権社会の中ではそれが一番基礎にならないとい

けないのではないかと思います。 

３点目には、シンクタンクのクライアントの問題が栗山さんから出されましたが、ＮＩＲＡの

シンクタンク年報をみると、どこから受託をもらっているかというデータが出ており、それを見

てもクライアントのほとんどは国や地方自治体もしくは民間企業です。そういう意味で自主的な

研究というのが非常に少ないというのがある。いろんな社会的なシステムや政策を研究するなか

でも、クライアントはやはり行政サイドであるわけですから、そうでない場合ももちろんありま

すが、大抵は行政にふさわしいスタイルがあらかじめ用意されていて、それをきれいにまとめる

というようなことになりがちでした。そういう意味で、クライアントをもっとオープンにして行

かなくてはいけないのではないかと思います。資金の出所とクライアントというのは、ある意味

切り離して考えなくてはいけない面があるのだと思います。行政も税金（別に行政の固有の財産

ではなく、国民・市民のお金ですから、）そこを市民的なコントロールにおいた上で初めて資金

をオープンにしていく。調査した結果も政策形成そのものを市民と一緒に共同作業で行い、結果

もやはり市民と共有していくようなスタンスがないといけないだろうと思います。そう言う意味

で、開かれたオープンな仕組みというのが今こそ求められているのではないかなと考えています。

そのための仕組みはどうしたらいいかということでコミュニティシンクタンクということです

が、これについてお話する時間がなくなりましたので、第２ラウンドで少し喋らせていただきた

いと思います。 

 

【野口】 

どうもありがとうございます。市民サイドから見た３つの論点について、お話いただきました。

では、行政のほうからお願いします。 

 

【神田】 

大阪市経済局の神田でございます。どうぞよろしくお願いします。このシンクタンクを考える

シンポジウムに当たり、私ども地方政府の政策形成過程が如何に変わりつつあるのか、如何に変

るべきかということと非常に関係しますので、私自身の現在の仕事とこれまでの役所におけるポ

ストについてお話したいと思います。私は大阪市に入庁して最初はハード系の部署におりました。

いわゆる経済成長華やかであったバブル経済までは社会インフラ整備を最前線で担うポストに

いて、そこでまちづくりの現場をずっと見てきました。その後、人事・総務畑において地方政府

における人事労務管理の現場を見させて頂きました。その上でいわゆる経済政策の現場に携わら

せて頂きました。この大阪産業創造館の立ち上がりの際にも携わりました。 

シンクタンクということで、結論から言いますと（これは個人的な考え方になりますが）基本

的なスタンスとしては、知的な政策の共同立案のパートナーという考え方を持っています。しか
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し共同立案のパートナーということは、当然相手に求める資質・能力と、こちらに求められる資

質・能力とのお互いの紡ぎ合いというのか相克があり、その中で初めて高まりというのがあるの

だと思います。そういうわけで、やはり双方がよほど勉強して行かないと、よりいいものは作ら

れないなという感想を持っています。 

さて、２つ目ですが、いま地方政府の政策立案の現場でどういうことが行われているかという

ことを少しお話したいと思います。資料２（ｐ３１）にちょっと書いていますが、国際・国内的

に、あるいは大阪的に見ても、取り巻く環境がすごく変化しています。地域経済の点でみると、

大阪の相対的な地位が、例えば経済機能や知的創造機能、生産機能、あるいは「経済活動の新陳

代謝」と言われている開廃業率、投資意欲の減退とかいろんなことが言われている。実はこの大

阪の相対的な体力の弱まりというのが、知的創造活動や生産活動と非常に深い関係を持っている、

というのが私の感想です。経済がこういうふうに弱まってきているなかで、従来型の行政が政策

を立案し企画し実行していくというプロセスに大きな変容が出てきているのかなと思います。先

ほども申し上げましたが、行財政改革や国と地方との役割分担、NPO の活動や、地方あるいは

自治体などを取り巻く社会環境は大きく変化しています。そこでの担い手が市民やNPO、企業、

大学、あるいは知的な活動をされる任意団体であったりというように、たくさんの厚い層の主体

性が求められてきているということです。行政はよく昔の言葉で「市民参画」というが、今は逆

に「行政が市民のそういった活動に参加する」時代になっているというのが特徴ではないかと思

います。 

実は大阪市にはマスタープランというのがあって、港湾整備などのハードの整備や、老人医療、

福祉、経済政策、あるいは教育問題など、一種の憲法のようなヒエラルキーの体系をもっていま

す。個々の具体的内容についてはこの場で申し上げるつもりはありませんが、むしろ計画づくり

の前提となっている状況は非常に変わってきているなと思います。従来型の計画づくりであれば

15年から 20年ぐらいのスパンをもって如何に次の世界を予想して、それに基づいた企画立案を

していくということが求められていたわけですが、今は予測がつく社会から、つかない社会、成

長曲線の線形が見える社会から見えない社会へと非常に大きく変わってきています。 

政策の課題自体も私ども自身も、問題の所在が非常に見えにくくなっている中で、例えば国と

地方、国内と海外、あるいはまちづくりと産業という、単純な構造の中では解けないような新し

い課題が非常にたくさん出てきている。そういう意味では、従来型の政策を公共性とか公平性と

かだけで展開すると、必ずしも市民などの満足度が得られないという時代になってきているのか

なと。そういう意味では、担い手がたくさんになってきていて、しかもその政策課題が多くなっ

てきて、しかも求める課題も多くなってきているというような社会背景があると思う。 

そういう社会状況の中で私どもが政策立案するにあたって、シンクタンクのことが出てくるの

ですが、今日は鈴木先生から総合的な役割や機能などについてはいろいろ深いお話もあると思い

ます。我々はいま行政の政策立案の現場に立つものとしては、シンクタンクが持っている知恵と

か経験、ノウハウなどを政策立案の共同立案のパートナーとして生かして行きたいと思います。

委託研究を受発注するという立場ではなく、むしろ政策立案の知を共同というのか、「知」を互

いに紡ぎ合う共同パートナーとして、期待したいと思っています。しかし、片方で大阪経済の相

対的な地位の低下ということがあり、そういうことを議論し合える資本系のシンクタンク、ある

いは独立系のシンクタンクも、東京や海外に人材が流出してしまい、紡ぎ合う、あるいは議論し
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合うことが少なくなっているという状況があるような気がします。 

まだこのあと第２ラウンドでいろいろな話をしていきたいと思っていますが、シンクタンクも

含めて、今日は塩沢先生もおいでなので、大学やシンクタンクを含めた、地域のことを地域で特

色のある政策立案をして行けるような知的なストックというのを、如何に沢山この大阪に持つか

ということが一つの解決ではないかなと思っています。そのストックを、必ずしも行政や大学、

あるいはシンクタンクの中に持つ必要はないと思います。 NPO的な活動もあれば任意の学習会、

勉強会もあると思いますし、そういうものを如何に沢山持ち、またそこに我々行政の政策立案者

がインターフェイスをたくさん持っていくかということが、おそらくこれから我々に求められる

一つの政策企画立案のあり方かなというように思います。ただ、これは一つの方向であり、では

大阪市自身が全てにおいてそれが出来ているかと言えば、実はクライアントでもあり、政策の現

場に携わる私どもに対する自己反省というのか、そういった要素も持っているということを申し

添えたいと思います。詳しい話はまた先生方のお話を聞いて、第２ラウンドで議論したいと思い

ます。 

 

【野口】 

どうもありがとうございました。これで広く分けて言えば行政あるいは財界あるいは市民サイ

ドということで、シンクタンクに対して、あるいはシンクタンクを日ごろ使っておられるような

立場の方のご意見を伺ったわけです。どの方もシンクタンク自身の問題と、それからシンクタン

クに仕事を頼むという立場の問題、それから更にもっと広く、両方が一緒になって知的なストッ

クを生かしながら、課題そのものが見えにくくなっている現状の中で、解を見つけていくという

ことが共同の作業になっているという、この３点に関しては、ほぼ共通したご見解を出して頂い

たと思います。 

では次に、シンクタンクの方々からのご意見を伺いたいと思います。まず太田さんからよろし

くお願いします。 

 

【太田】 

日本総研の太田です。私どもは完全な営利企業で、シンクタンクという業務を通じてお金を頂

いて、社員と株主さんに利益を還元するということですので、ある意味でインセンティブもあり、

また制約もあるわけです。その中で主に行政、市町村にコンサルティングをさせて頂いています。

私が 10 数年前シンクタンクに入ったとき、ある人から「重たいものを作るとこへ行くんやな」

と言われまして、シンクタンクだから「沈むタンク(sink tank)」を作っていると思われたらしい

のです。実際、パソコンでシンクタンクと打つと、（パソコンとは賢いものだと思いますが）私

のパソコンでは艱難辛苦を乗り越えての「辛苦」が出ます。 

コンサルティングファームというのと、シンクタンクというのは違うのかというと、我々の中

でも分からないところがあって、我々個人個人は研究員とかいろいろ言われますが、基本的には

コンサルタントです。でも会社としてはシンクタンクというふうに言われているわけです。コン

サルティングファームとシンクタンクというのはどっちがどうかよく分かりませんが、たぶんコ

ンサルティングファームは例えば法律事務所や公認会計士事務所などに近くて、業務支援という

意味で、やっていることが具体的、実業に近いわけです。ところがシンクタンクの場合は政策提
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言ということで、虚業に近い部分があるんです。そう考えたときにコンサルティングファームと

シンクタンクに求められる機能というのか力、個人あるいは組織に求められる力というものは違

っていると思います。共通する部分は例えば情報力であるとか分析力といったもので、シンクタ

ンクというのはその上にたぶん洞察力、想像力、構想力といったものが個人レベルでも求められ

るし、組織としても求められるのだろうと思います。 

では、どうすれば洞察力とか想像力とか構想力を生み出して使って行けるかというところです

が、先ほどから関経連の栗山さんを始めいろいろご指摘があるのとほとんど同じなんですが、結

局個人個人の資質ですね。資質は生まれながらのものもあるし、もちろん教育や経験によって得

られるものもあります。もう１つは、その資質を具体的に開花させる環境です。環境というのは

更に３つぐらいあって、１つは個人の資質が動けるような環境、要はお金と時間をどう捻出出来

るかという環境です。先ほどから話しているように、政策立案という話は非常にパブリックな分

野ですね。パブリックというのは基本的には非営利に属するべき分野であって、それを我が社は

営利でやろうとしているわけです。だから、やはり現実的にはいろいろ難しい部分があるのは確

かです。そこの部分をどうやって確保していくかという問題があります。 

もう１つは、シンクタンクというのは総合的な政策立案です。総合というからにはまとめなけ

ればいけません。では誰がまとめるのかということですが、これはアウトプット側がまとめる場

合もあるし受け手側がまとめるという場合もあります。いずれにしてもそれをまとめないといけ

ません。 

最後に、先ほども出ていた話ですが、我々がいくら何を言っても受け皿がないとどうしようも

ないわけで、受け皿をどう考えていくかということです。私の経験から言っても、市町村に対し

てコンサルティングをしていて、同じ事を言ってもきっちり受けられる所と受けられない所があ

ります。これはその組織の持つ特性にもよりますし、個人個人の腕力も含めた受け皿側の人の問

題もありますが、いずれにしても受け皿がないことには話になりません。もっと具体的には、意

思決定を誰がやるのかということで、それも含めて実行力、これはシンクタンク側、シンクタン

クを使われる方も含めて、実行力というのをどこで出していくかということです。よく引き合い

に出されますが、外国ではシンクタンクの人間が意思決定サイドにまで行って、そこで実際に自

分の言ったことを自分で実行します。「ドゥータンク」というような言い方をしますが、我々の

会社でもそういうような試みをしようとしている部分はあります。従って、受け手とシンクタン

クとクライアント側のキャッチボールをするときに、その実行力というものをどうもってくるの

かということが非常に大きな問題です。特に今回は「関西のシンクタンク」ということで、果た

して関西でシンクタンクを使うという仕組みがあるのかということについては、また後半に私な

りの考え方を述べさせて頂ければと思います。 

 

【金井】 

うちの会社は略称「アルパック」で、いわゆるシンクタンク部門とコンサルティング部門、デ

ザインや建築などの空間部門の３つの分野があります。千里万博以後 40 年以上になる会社で、

私はそこで 15年ぐらい社長をやっています。 

先ほど太田さんがおっしゃったようなところは割愛させてもらって、「現状と課題」というこ

とをお話します。40年間のなかでの大きな変化を確認しないと、今後どうかと言っても少し道を
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誤ってしまうのではないかと思います。40年前は行政も民間も、沢山の仕事をコンサルタントや

シンクタンクに委託していました。ところが現在アルパックでは行政の仕事だけになってきてい

て、約 90％以上が行政の仕事です。30 年前あたりから変わってきたのは、やはり地域の住民の

方が公害とかまちづくりに関わることで、委託者ではないが主体者が非常に増えたということで

す。その中でシンクタンクがどういうふうに動くかということですが、やはり流れとしては行

政・産業界から要請があって、それからさらに住民も入って、行政・産業・大学の連携、ネット

ワークの時代に来ているのではないか、そういうふうな展開の中でやはり問題をとらえる必要が

あるのではないかと思います。 

先ほどおっしゃったように、確かにコンサルタントと言っても最初の頃はいわゆる政策が全部

出来てその後追い的な仕事であったと思います。それが少し変わってきたのが現段階ということ

なので、やはり悪い残照も残っています。先ほどのお話にもありました、「シンクタンク的な創

造的な仕事は出来ないか」ということですが、それには新しい時代に期待をすることが今必要な

のではないかと思います。しかし関西を見た場合、１つの集団としては小さいと思います。シン

クタンクの基本の単位は５人というのが業界では常識化していて、従って大きな組織はいらない

とされています。全体として小さい組織で経営も非常に苦しいということです。基本的にはバブ

ルの時代にどこのシンクタンクも規模を大きくしていて、組織を２倍にして仕事は２倍、という

ことで４倍ぐらいになっていると思います。それが今、良く言えば半分、もしくは 4分の 1ぐら

いの大きさの組織になっているというなかで、各会社の経営は厳しくなっています。バブルの時

と比べれば 70％から 50％ぐらいの幅に入るのではないかと思います。悪い所はそれより悪いと

いうことで、やはり今までの膿を出し切らないと新しいシンクタンクは出来ないのではないかと

いうふうに私は思っています。 

そのときに、やはり課題として考える必要があるのは、いまシンクタンクの組織、経営、シン

クタンクの役割、自治体との関係、全ての面で変化が求められていると思います。そういうこと

で、政策提言については先ほど太田さんの話にあった「ドゥータンク」、選りすぐった政策を、

本当に汗をかきながら一緒に実行し、評価をして責任を持つ、ということはうちでもやっていま

す。政策立案でも、政策を提案するだけでなく実行して汗かいて、テストして、また改良してい

く、というところまで全部やる必要があるということです。従って、政策マンとしては昼も夜も

非常に忙しいのです。仕事は倍以上になって、単価は半分ぐらいになっている。夜も夜中までや

っても終らないというようなことですね。しかしその中で、地域の方と一緒にやり、行政とも付

き合うということで、やったものがどうなっていくかということを実感できるような状態になっ

ています。 

やはりシンクタンカーに求められているものは、先ほどおっしゃったようなことだと思うが、

更に付け加えると、参加する皆さんと一緒になってワークショップ等を開催し、オーソライズし

て、政策まで持ち上げるということです。しかもその時に、実行できるかどうかのチェックも全

部実施するというとこまで求められているのではないかと思います。シンクタンクの役割として、

福祉のような分野であれば一人でもできますが、地域の総合的な問題をやるなら少数の組織では

出来ないと思います。その時やはりシンクタンクの役割としては事務局、コーディネーターの役

割でしょうけれど、プロとしての提言力を持とうと思うと、連結でする事務局機能やコーディネ

ーター機能まで含まれているということす。従ってシンクタンク同士の連携、産官学民の連携の
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なかで、ビジネスやＮＰＯ、さらにはボランティアもできるという３つの役割を同時に１つの組

織の中で出来ないかぎり、今のシンクタンクの役割は果たせないと思っている。 

ですから、役割を発揮する機会、場というのがあれば活躍出来るという事で、課題としては研

究会などがあるかと思います。今の時代に合った研究会を開催したり、技術の向上のための勉強

会をきっちりやるということが、今、関西のシンクタンクがその役割を果たせる大きなことかな

と思います。場合によっては大学とも連携しながらビジネススクールなどの場を生み出していく

ことやテーマ設定をしながら人を集めて研究することも課題かと思います。 

もう１つは地域全体を研究するような１点豪華？なものをやっていくことです。それから、こ

ういうフォーラムとか発表会とかをこまめにやることが大きな発展の原動力になるのではない

かと思っています。学会の現状や東京との比較、産官学の連携をどうするのかという話について

は、また後で述べたいと思います。 

 

【野口】 

昔は政策提言するだけでしたが、今は実行する段階についても汗をかいて一緒にやっていくと

いうことですが、具体的にどんなふうに。 

 

【金井】 

先ほど言いましたように 40 年前の反省に立つ、しかも高度成長、バブルの時代がありました

から、その時期のシンクタンク自身が反省すべきことがあると思います。いろんなことを地域に

提言し、地域の方はそれを信用して事業化しましたね。ところが全部とは言いませんがかなりの

部分が転んでいます。シンクタンク自身の責任ではないかも知れないが、それに対する責任がか

なり大きいと思います。その問題をきっちりやらないと、シンクタンカー自身が地域で認められ

ないと思います。従って、本当に提言したものが、実行する過程でどういうことが抜けていたか

ということをシンクタンク自身が学ぶことが大事だと思います。例えば老人問題などでは、自分

がその立場にならないと分からないわけだから、そういう政策を出した後、一緒に老人の方とや

っていくなかで、抜けているところを足し合わせて補完や新しい提言をしていく。その中で、政

策マンとしてかなり充実した成長もあるのではないかと思います。 

例えば私どもデザインをやっているが、結婚したことのない建築家が家族向けに家の設計をす

るには、もちろん創造とか構想力は必要ですが、それだけではなしにやはりそのクライアントと

一緒に話し合うことが出来ないと駄目です。例えば保育園の仕事を100軒ぐらいやっていますが、

保育園の仕事というのは大人の目線では駄目で、子供の目線で見ない限り出来ないんです。実際

に保育園に行って見て来ないと設計の力になりません。そういうことをやはり政策のほうも身に

つけるという意味では、政策マンもコンサルタント的な技術を身につけてもらうことも必要なの

ではないかということです。 

 

【野口】 

ありがとうございました。では、森田さんお願いします。 
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【森田】 

シティコード研究所という極めて小さな、先ほど金井さんがおっしゃいましたが、５人でワン

セット、誠にその通りで、街の片隅でしみじみ仕事をやっております。 

これまでのお話を聞きましたが、もう少し長い時間で「関西の頭脳」というのを考えてみた場

合、「関西の頭脳」どころか日本は果たして戦後 60年「頭脳」を持っていたかということが一番

基盤になるかと思います。例えば学問分野で理学部、工学部、人文科学、社会科学といったとこ

ろで、本当にその「頭脳」ということの意味を、自分の頭で、オリジナルでものを考え、紡ぎ出

すことが出来るかどうかということになると、非常に心もとないなと思います。それにシンクタ

ンクというものは、ある種実践的な「知」を作るものですから、そういった頭脳的な部分の上に

立つものの業務としては、既存の理論をどう実践的に使うか、例えば予測手法や調査手法などは

開発したり改良はしてきたが、「頭脳」としてはなかなか評価は厳しいのではないかと思います。

もう少し歴史的な時間を絞ってみると、例えば 60年から 70年代あたり、私は 70年代の初めぐ

らいからこの仕事に携わっているが、ちょうど 30 年前に岩波書店から『現代都市政策』という

本が出ました。僕ぐらいの年で都市に関わっている方はまずお読みになっていると思いますが、

その第２巻が『市民参加』というタイトルで、その冒頭に何が書いてあるかといえば、「市民参

加によって最初に突き当たるものは権力である」という懐かしいような書き方なんです。目次を

見ても、「労働運動と市民運動」「市民参加における革新と保守」「デモクラシーと市民参加」と

並んでいます。つまり、当時は市民のとらえ方自体が政治学の対象であったのだと思います。 

シンクタンクに関わるセクターを３つぐらいに分けてみると、１つは市民セクターがあると思

います。しかし、60年 70年あたりの市民セクターというのは、たぶんシンクタンクの視野には

入っていなかったと思う。もちろん総合計画策定の時に市民アンケートをしていましたが、極め

て間接的なもので、「市民参加」と呼ばれてはいましたが実質的な参加とは呼べなかっただろう

と思います。 

２つ目は中央政府のセクターですが、当時の公害運動など、いろんな高度成長の歪が出ていま

したから、公害対策法を初めとしていろんな手当をしてきました。少なくとも関西のシンクタン

クがそれに積極的に関わったということはなかったと思います。 

３つ目には地方自治体、地方政府のセクターですが、これはやはり中央政府の政策の現場での

実施機関に近いということであったのではないかと思います。こういう中では、なかなか「頭脳」

としてのシンクタンクの役割も大変でしたし、私自身もその役割を果たせなかったのではないか

というのが今の実感です。 

それで、60～70年、80年は飛ばすとしても、90年代以降、安定成長の時代と言われています

が、むしろ低成長，無成長の時代と言ったほうがいいかも知れません。これからはどなたかおっ

しゃっていたような成長を前提としないような定常化社会を念頭において社会を見つめないと

いけないと思います。そういった中でまちづくりの時代だと言われています。市民、先ほど言っ

た市民セクターですね、これはどこの行政も言うように「参画と共同の時代」と位置づけられて

いるし、実際に市民の力が徐々に力を増してきているということがあると思います。 

２つ目は政府のセクター、地方分権一括法を初めとして税源の移譲も昨今議論されているよう

に、これから５年かかるか 10 年かかるか分からないですが徐々に地方に権限も財源も移されよ

うとしています。地方政府においては、国の施策をやっていればいい時代だったのが、やはり自
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己責任が一つ増してくるわけです。２つ目には地域の個性とか優位性を生かした独自の政策を立

案する条件が徐々に整いつつあることです。３つ目には、やはり地方政府がいろんな事が出来る

ようになれば、言うまでもなく政策と市民との距離が接近すると言えるのではないかということ

です。 

こういう一般的な筋書きを言わなくても、今や地方や民間で提唱し実行している事が国の考え

方や政策より進んでいることがいろいろありますね。例えばニューパブリックマネジメントとい

うように、新しい行政運営の手法は、少ないですがすでに地方自治体で実施されている。その一

方、国では道路公団の問題一つ片づけることが出来ないといったことなどがそうですし、コミュ

ニティビジネスといったことも各地域地域で自然発生的に生まれてきました。昨今では、昔で言

うとコミュニティの基盤と言われた、「ソーシャルキャピタル」という考え方や社会を形成する

つながり方、それが信頼の上に立たなければならないといったような考え方も、我々がそういう

ことを考え始めて随分経ってから、政府がようやく調査するという時代になってきています。そ

ういう意味で、地域そして関西のこれから振る舞う余地といったものがかなり幅広くなってきた

とのではないかと思います。こういったことを受けて、では関西のシンクタンクをどうしたらい

いかということについては、後でまたお話したいと思います。 

 

【野口】 

どうもありがとうございました。各お立場からのご意見を伺いましたが、ここでそれらのご意

見を踏まえつつ、お二人の先生方からご意見を伺いたいと思います。まずは鈴木先生、お願いし

ます。 

 

【鈴木】 

若干私は迂遠な話をさせていただきたいと思っています。どちらかというと僕はシンクタンク

原理主義者ということで、内輪の話をしたいと思います。皆さんがお話されたのはそれこそ現場

の、今の日本のシンクタンクがどういうものかということをお話しいただいたと思うが、私はち

ょっと違った観点からシンクタンクというものをお話ししたいと思います。また、森田さんが紹

介された『現代都市政策』という本の目次の中でデモクラシーという言葉が出ていましたが、実

際の会話の中で民主主義という言葉は１回も出てなかったと思うんですね。ところが私はシンク

タンクを考えるということは実は民主主義を考えることだと思っています。そういう意味で、日

本にシンクタンクを本当に根づかせることが出来るかどうかというのは、日本が本当に民主主義

をとりたいのかとりたくないのか、今後どうするのかということを考えるための一つの重要なキ

ーポイントだと思っている。そういう観点から若干お話をさせていただきたいと思っています。 

細かいことに関しては述べませんが、私は世界中のシンクタンクをたぶん100以上回っており、

たぶん 200人ぐらいの人とヒアリングなどで会ったり、実際に一緒にプロジェクトをしてきた経

験があります。そういうことを 15年とか 20年続けているわけです。そういう結果として、シン

クタンクをどう考えるかという部分からインプットをさせて頂きたいと思っています。資料

3-1(ｐ33)に定義が書いてありますが、これは皆さんに読んで頂ければと思います。こういうよう

に、社会の中に多元性を作っていったり、そういうものを通じて民主主義というものを機能させ

ていくのがシンクタンクだと思っています。こういう話をすると、そういう議論は欧米だけでは
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ないか、ワシントンみたいな所だけの話ではないかとよく言われますが、資料 3-2の表（ｐ34）

を見て頂くと分かるように、比較的欧米のシンクタンクのことが多いが、実はそれだけではなく

てアジア、アフリカ、中東、そして東ヨーロッパ、中央ヨーロッパなどの、今まで社会主義であ

った国でも、官僚の力が弱まり社会が混乱していく中で、シンクタンクが作られてそれが中心に

なって民主主義を育てていくような状況というのがあります。そういう意味では決してシンクタ

ンクを通じて民主主義を云々というのは先進国だけではなくて、途上国とか新しい社会を模索し

ているなかでも考えるべきことだと申し上げたいと思います。 

先ほど戦後 50年間日本に「頭脳」が無かったというお話があったと思いますが、「頭脳」がな

かったというよりも、きちんとした民主主義を社会の中に根づかせるような政策的なインフラ、

社会システムを、（行政や政治家だけではなくて私たち国民も含めてですが）きちんと作って来

なかったのではないかと思います。そういう意味では、冒頭で申し上げたように、どういう形で

機能させるかということを是非考えて頂きたいし、今日お話しされているシンクタンクの延長線

上ではない議論かも知れないが、そのなかに少しでも加えて頂いて、日本の新しい方向性を考え

て頂きたいと思っています。 

それとの関連ですが、先ほど直田さんから「税金は市民のものだ」という話が若干あったと思

います。今申し上げたような社会とか民主主義を考えることと連動しますが、日本の資源の再配

分をするべき時期にあるんだと思っています。先ほどお話に出たように、税金というのは我々国

民の、有権者の市民のお金なわけですから、もう一度そのお金をどうするかということを考えた

上でやるべきことだと思っている。そういう意味では、先ほどの本というのは全共闘世代のお話

だと思うが、奪うとか反権力とかそういう議論ではなくて、逆に言うと行政の方々も社会の中で

自分たちが担う役割は何なのか、それをやるためにはどういう資源、お金ですが、どれだけ必要

なのか考えるべきステージに来ていると思います。そういうことをぜひ、シンクタンクを考える

時にはご議論頂きたいというのが私のポイントです。それ以上はまた後ほど申し上げたいと思い

ます。 

 

【野口】 

どうもありがとうございました。最後に塩沢先生お願いします。 

 

【塩沢】 

私は、大阪市立大学大学院の創造都市研究科の研究科長をしています。これは 2003年 4月に

開設されて、ここにも何人か来られてるんですが、１期生がすでにいます。 

この研究科がどういう所かということは、パンフレットかチラシを見て頂きたいと思います。

この研究科の「都市政策専攻」の中には「都市経済政策研究分野」「都市公共政策研究分野」「都

市共生社会研究分野」という 3つの研究分野があり、各研究分野の養成目標は「都市経済政策研

究分野」では都市経済再生のオピニオンリーダーを、「都市公共政策研究分野」では先端的実地

経営に挑むパワーエリートを、「都市共生社会研究分野」では共生社会づくりのためのＮＰＯセ

クターの指導者を養成したいと考えています。このように各研究分野ことに明確な養成目標をも

って、これにチャレンジする人達に来ていただきたいというのが全体の研究科のあり方です。な

ぜこんなことを申し上げるのかというと、一応私も主催者の 1人でこのシンポジウムを企画提案
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させて頂いたわけで、なぜ社会人大学院がこんなシンクタンクのことに関心を持つのかというこ

とだけ、まず説明させていただきたいからです。 

かつて大学院というところは研究者養成のものでしかなかったと思うが、創造都市研究科は学

生たちがむしろ実務の現場で経験を持っている方、現に指導的役割を果たしている人たちです。

課題としてはいろいろあるわけですが、特に都市政策というところになると、シンクタンクなど

がやっていること自身も一つ入るし、行政と大学また行政とシンクタンクどういう関係を持つか

ということもそのうちに入ると思います。現に学生さんたちには行政の方も多いわけです。ただ、

私も行政とか経済団体などが作った研究会や調査など、いろいろ参加したことがありますが、そ

のときに行政は頼む人で、委員会を作ってドラフトというのか原稿を作るのがシンクタンク、委

員はなにか適当なことを言うという、こういう構図がかなりきちんとあるんですが、それでは問

題があると思うのです。特に一番問題なのは行政が何を議論して欲しいか、何を調査して欲しい

かが大体決まっていることです。しかも先ほどもちょっと話に出ていたが、大体どういうことを

言って欲しいかまで決まっているんです。 

日本に頭脳機能がないというという話がありましたが、関西の頭脳機能ということを考えたと

きに何が一番足りないのかというと、関西という地域が自分たちでテーマ設定が出来るかどうか

だと思います。残念ながら今議論されている多くのことというのは、日本政府の課題になったこ

とがそのまま関西の課題になってしまっている。関経連のことまで言うと問題があるかも知れま

せんが、例えば関西戦略会議ですが、あれはどこかの政府が言ってることをそのまま大阪に持っ

てきているという感じがあります。そういうことではいけないのではないかと思います。関西な

ら関西固有の問題はいっぱいあります。それについて自分たちがそれについて考え、行政もそれ

を取り上げて政策課題にしていくためには、この社会にオピニオンリーダーが必要なんじゃない

かと思っています。都市政策専攻の都市経済政策研究分野の中では、これは私が勝手に決めたん

ですが、「都市経済再生のオピニオンリーダーを養成する」、というところから始めなきゃいけな

いと思います。単に政策の技術論を教えていたのでは頭脳機能を果たせないのではないのかなと

思うわけです。これは大学院の問題ですが、ただこういう課題をおいたときに「一体我々は何を

したらいいか」ということについて、ものすごく悩むわけですね。例えば現実に大学が大阪市か

ら依頼されていろんなことをやるということもありますが、それもシンクタンク機能の１つだと

思います。しかし、こういったことについては、我々自身では何も出来ないことも多いので、現

実に狭い意味でのシンクタンクとどのように協力していくか、このあたりから考え直すことが必

要かなと思っています。ちょうど野口さんにいい機会を与えられたものですから、では一緒にや

りましょうということで提案させてもらいました。 

先ほども、「シンクタンクからドゥータンクへ」ということで、シンクタンクは単に提案する

だけではなく自分たちが実行する場面まで責任を持たないといけないのではないか、そうでない

と自分たちの知識が信頼されない、ということを言われていたが、これは大学でも同じだと思い

ます。今まではアメリカやヨーロッパなどの知識を輸入してきて渡していればよかったが、（18

歳の学生に対してはそれで行けるが）現場を持ち問題意識を持って何か解決したいと思っている

社会人の方々にはそれでは通用しないわけですね。そのときの新しい知識の作り方としては、や

はり我々も新しい課題に取り組む中から新しい知識を創り出したいと思っています。その一つの

形として、創造都市研究科、創造都市と標題を挙げていますので、大阪を創造都市にするという
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取り組みを何年かかけてやって、その中から一体創造都市を作るにあたって何が必要なのか、ま

た何が大阪の問題なのかというあたりの研究を進めていきたいと思っています。大学院の研究の

仕方も従来のものと変えていかなければ、なかなか学生の要求にも、また社会の要求にも応えら

れないのではないかと思っています。以上です。 

 

【野口】 

どうもありがとうございました。本来ならもう１ラウンドということでしたが、それはたぶん

不可能だと思いますので、今までのお話をまとめますと、栗山さん、それから鈴木さん、神田さ

んから時代が変わっているなかで、社会においても改めてシンクタンクの役割が問われているの

だというお話がありました。現場からの意見を具体化し普遍化していく役割、あるいはそうする

ための知能、能力が必要だということでした。そういうことを可能にするためには、クライアン

トにもまた問題があるというお話がありました。 

現状の中でシンクタンクに大きな役割があり、その役割を果たすために「市民と協力しつつ、

シンクタンク自身が力をつけなければいけない」という話があり、それに対して、鈴木先生から、

「それだけでシンクタンクが出来るのか」という問いかけがあったかと思います。そして塩沢先

生からは、関西が陥りがちな問題に対して、キャッチフレーズとしての「関西らしさ」とか「関

西独自の」と言いながら、本当にそういうものを生み出す実践的な「知」というものを生み出し

ているのか、という問題提起があり、大学あるいは大学院でもそういったことが求められている、

というお話がありました。 

ではここで、会場のご質問をお受けしたいと思いますが、その前に言い残したことがあるとお

っしゃる方はありませんでしょうか。 

 

【直田】 

先ほどコミュニティシンクタンクについて後で言うということにしたが、そのことだけを話さ

せて頂きたいと思います。資料 1（ｐ29）に書いていますが、鈴木先生がおっしゃったような地

域のデモクラシーをどう作っていくかということですが、コミュニティシンクタンクはそのため

の機関であると解釈しているわけです。だから、先ほど問題提起させて頂いたのは、突き詰める

と地域自身あるいは市民自身がどう自立して力をつけるかが一番の課題なのだということです。

コミュニティシンクタンクの中身については詳しく言いませんが、もともとシンクタンクが必要

となってきたのは、行政に力がないからではなくて、行政ではない別の視点から問題提起が出来

るから、という理由だったはずなんですね。それが行政と一体化してしまって、行政べったりに

なったという経緯を自分自身感じるわけです。今やその行政の政策立案ではなくて市民的な視点

からの政策をどうするか、多様性の中でどうチョイスするかというのが地域のデモクラシーであ

って、その選択肢を誰がどう作るか、ということになると、それは行政が作るものもあれば、専

門家集団が作るものもあるし、市民、ＮＰＯが作るものもあるはずだということになります。そ

れぞれが政策を、現場から、あるいはもう少し理念から政策提供して、その政策市場の中で選択

する余地が生まれるんだと思います。そこで初めて市民が政策論、地域のあり方についての議論

が出来るのではないかと思います。そういうものを作る仕かけとしてコミュニティシンクタンク

というものを提案しているわけです。 
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【野口】 

どうもありがとうございました。ほかにありませんか。 

 

【森田】 

鈴木先生がシンクタンクの問題は民主主義の問題であると言ってたことを、後半でちょっと言

おうかと思っていました。シンクタンクを営利・非営利で分けていいものかどうかとも思います。

同じように社会のいろんな集団も営利・非営利という軸だけで分けても、何も明らかになってこ

ないと思います。それで、いま世の中を見渡してみますと、法人としてのＮＰＯ法人や、ＮＧＯ

と呼ばれる組織、もっと具体的には労働者協同組合や、高齢者生協など、社会を、自分たちを自

分たちで担って行こうという組織がかなりこの 10 年で多様になったとともに、その数も増えて

きています。シンクタンクをここに含めるかどうかは別として、これをＮＰＯ学的には「シビル

ソサイエティオーガニゼーション（ＣＳＯ）」という名前で括って考えようではないかと言われ

ています。これは正に鈴木先生がおっしゃったことで、市民社会のいろんな組織を、民主主義を

組み立てる市民の組織の大事な要素として位置づけていこうということでもあると思います。そ

ういう意味ではシンクタンクも、先ほど 90年以降の動きを見ましたが、市民に近くなりました。

そして地方政府、地方自治体に近くなったということで、今後どういう具体的な振る舞いをすれ

ばいいのかということは、これから状況を見て具体的に考えていく必要があるかと思います。以

上です。 

 

【太田】 

「関西のシンクタンク」と言った場合、私は関西としての「何に向かっているか」という明確

なゴールのイメージづくりがたぶん必要なのだろうと思います。それがいま関西にあるかという

と、あまり無いような気がします。説明の時間がないので飛びますが、私は関西というのはある

意味でヨーロッパに似ていて、アメリカとヨーロッパ、東京と関西の関係というのは歴史的に見

ても社会的に見てもちょっと似ているんですね。そういう意味で、関西というのは独立国になる

んだということで、ＥＵの向こうを張ってＫＵというのをつくり（笑）、そこで統一通貨「まい

ど」というのを出そうという話をあちこちでしてるんです。そのためには何をしないと独立国に

なれないのか、みたいなことを考えるような場がないと、関西の知的資源についてどうこう言う

場合にフォーカスしていくところがないのではないかという気がします。そういったことを実現

する作業にシンクタンクも入っていくことが必要になってきているのではないかという気がし

ています。 

 

【野口】 

どうもありがとうございました。私のほうから１つだけ言わせていただきますと、「シンクタ

ンクは民主社会にとって不可欠なツールだ」という時の、民主主義の射程？なんですが、市民と

いう言葉にいろんな意味があるとは思うが、いわゆる地域、あるいはコミュニティに留まってい

いのかということです。我々はいま民主主義を問われているときに、イラクの問題にどう対応す

るのかということも実は全市民が問われていると思うんですね。それから、この我々の生活なり

経済をどうするんだというときに、中小企業でも直接国際的な競争というのか、本人自身が中国
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に支社を持っておられたり、あるいは親会社との関係で中国の動向のほうが大阪経済の動向より

大切だなんて言う企業まで出てきているわけです。そういうときに関西のシンクタンクとして、

そういうことに対して応えるのも義務ではないかみたいなことを思っています。それは後で皆さ

んのご意見を伺いたいと思います。では会場の皆さん、ぜひこれは聞いておきたい、言っておき

たいこと、質問でもご意見でも結構です。 

 

 

【会場１】 

お話をお伺いして、私自身も関西全体を高めることがすごく重要な段階に来ているのだと思い

ます。私どもの仕事も地域に入っていき、地域で提案をしたものを実行してく、ということにな

ると、もう体がもたない状態になっています。そう言う意味で、個々でがんばっても、もうもた

ない状況があるように私は思います。大事なことというのが共同戦線を張る必要があるだろうと

いうふうに思っていまして、一番大事なのはネットワーク基盤ということを考えないといけない

のではないかなと私は思っています。ところがそういう連携が出来ない。どちらかと言うと、あ

そこがやってるから真似られたくない、取られたくない、そういう争いが起きています。そうい

うことではなくて、一つ一つ磨きながら、そういうネットワークを組む条件としては、情報を共

有する仕組みが必ずいるんだろうと思います。ところが、相手が何をやっているかが分からない

から喧嘩したり政策を盗んだりということも起きたりするわけです。 

もう一つそれにプラスして学習の機会を持てばいいと思います。大学院の話もありますが、も

う少し日常的な学習の機会を仕組みとして作る必要があるかと思います。そういうネットワーク

の基盤という考え方と、もう一つはファンドを共有する必要があるのではないかと思います。こ

れは、いま仕事を受ける単価がどんどん落ちていっているし、もうお金が出てこないところに孤

立してそこで活動しきゃいけないという状況がすでに起きています。市民の発想とか、いろんな

ところでいろんな提案があるが、それを実行することが出来ないのです。そう言う意味で、関西

にファンドが実に少ない。もう行政に頼れないのですから、新しいファンドの仕組みを全体で共

有するようなことも考えていく必要があると思います。以上です。 

 

【野口】 

どうもありがとうございます。ほかにはありませんか。 

 

【会場２】 

いま大阪、関西の場合、大阪府知事にしても大阪市長にしても、関西経済で自立して透明な政

府を、ガバナンスの仕組みを作りたいというなら、ミッションをきちっと持っているでしょうか。

そのようなミッションのない組織から、例えばシンクタンクに良い仕事が発注できるわけはない

と思います。今、たまたまコミュニティビジネスという形で各市の先進事例をみているが、神奈

川県では各政策の意思形成過程をきちっとインターネットで見れるわけです。そこそこのシンク

タンクが出してきたアウトプットぐらいであれば、行政マンもそのレベルに達しているし道具も

整ってきています。だから、いまの大阪で取り合えずアウトプットを出せと言われれば、そこそ

こ出来るという感じです。神奈川県の大和市ではまちづくり基本条例があり、大和市の「新しい
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公共を創造する市民活動推進条例」で、「社会的な課題を市民がするのか企業がするのかNPＯが

するのか、事業者がするのか、ガバナンスで社会資源をシェアして皆で使いまわしましょう」と

いう条例が出来て、そういう市民活動の仕組みを作っています。いま自治総合条例を作っている

段階ですが、市長さんがそれを作るにあたり、とことんパブリック・インボルブメントしてくれ

と言っています。そういうふうな時代になってきています。関西にそんな首長さん、あるいは政

治家がおられないということが、関西が沈んでいることの表れのような気がします。 

 

 

【野口】 

あとお一人かお二人ご意見を伺いたいと思います。どなたかご意見ありませんか。 

 

【会場３】 

シンクタンクに明るくないんですが。先日鈴木先生が大阪市立大学に来られて、国会の中にノ

ンプロフィットのシンクタンクを作りたいのだという話をされて、非常に興味深く拝聴しました。

先生のレジュメ（資料 3-2，ｐ34）に国別のシンクタンクの特徴という表があるが､ドイツ､イギ

リス､アメリカも非営利、NPOという形態でのシンクタンクが主流ということなんですね。今日

こちらにお見えのシンクタンクの方はプロフィットセクターなんですが、シンクタンクというの

はプロフィットセクターであったほうがいいのか、ノンプロフィット NPO がいいのかという議

論をせずに、この先の議論が進むのかなという素朴な疑問を感じました。 

 

【野口】 

営利企業がはっきり言って貧乏で、非営利のシンクタンクが潤沢な研究費を持っておられると

いうことが一番問題ではないかと私は思いますが、それはまた後半の話にします。 

 

【会場４】 

私どもの会社はまちづくりのシンクタンクです。お上へのお届けは「都市計画コンサルタント

および１級建築士事務所」です。年間 50本ほど、総勢 20名弱のスタッフでやっているが、うち

49本はお上へのお届けした肩書きで仕事をしています。ですからコンサルタント、平たく言えば

役所のお手伝いという下請け仕事で、シンクタンク的仕事では全くございません。「知」の切り

売りのようなことを閉鎖的な体系の中でしております。ここに書いておられるようなシンクタン

ク的仕事は 50 本中 1 本だけです。昨年ですと自主研究テーマで「NPO ハウジングを通じた 21

世紀型住宅供給・更新策のあり方」というレポートを出しました。財源は総合研究開発機構とい

う国のシンクタンクの元締めの「地方シンクタンク助成のための助成研究基金」の助成金です。

私ども会社を 20 年前に作ったときは、関西のシンクタンクの雄たりたいと思って作ったわけで

すが、実際にはコンサルワークで食べています。私どもの会社のミッションだと思っているシン

クタンク的なものは 1-2％です。 

これは、私どもが働いている関西の地域的構造そのものの反映だと思います。役所自身、中央

が決めた政策を縦割りで降りてきたものをそのままやっていますから、私どもが中央集権の中で

配分されたものを消化している単なる枝葉として、閉鎖的な体系の中で仕事しているのも無理は



 21 

ないわけです。関西の政財官学もそうかもしれません。体系の反映じゃないかと思います。 

もし、関西の頭脳たるシンクタンクを作るということであれば、この構造をなんとか変えない

といけないと思います。100本の仕事のうち 1，2本だけ、しかも国からきたお金でやっていて、

それだけが唯一シンクタンク的営為だということについては、おそらく事情はどこでも変わらな

いと思います。それを変える構造がないといけない。それは地方分権ということが鍵になるだろ

うと思いますが、一方で研究開発機構が今度特殊法人から財団法人に格下げになっていく。国は

そういう地方のシンクタンク助成を縮小するという方向ですから、もし関西がそういうふうにな

ると、益々我々はいる場所がなくなってしまうということになります。そうではなくて、そうい

うシンクタンクの仕事を関西で作るとか、何かやらせてみようとかいうものがないと、いくら、

先ほどからお話のコンサルシンクタンクがネットワークを作っても、そこへ何かおりてこないと、

したくても政策提言できないわけですね。そのへんの構造を変えることが関西の宿題かなと思い

ます。 

今日は大阪市とか関経連さんとかそういう実際に財政を動かし、企業を動かしていらっしゃる

立場の方がおられるので、地方分権を具体的にどうするのか、そのなかで関西の活動しているシ

ンクタンクをどう育てるかというところ、もう少し具体的なイメージをお聞かせいただけたら有

り難いと思います。 

 

【野口】 

どうもありがとうございました。先ほどのファンドの話ともからまる非常に具体的なご提言だ

ったと思います。ここで、3分間休憩します。 

 

休憩休憩休憩休憩    

    

【野口】 

それでは後半戦、4 時ぎりぎりまで議論を進めたいと思います。その前にもう一度、各パネラ

ーから順番に今までのご意見の中でテーマを選んでいただいて、お話をいただきたい。 

 

【神田】 

それでは地方自治体の立場からということで一言申し上げたいと思います。シンクタンクとの

関係においてよく指摘される近視眼的な細切れのテーマ設定による、「知の切り売り的な」と表

現されましたが、シンクタンクにそういう目先の課題解決的なことを求める傾向がどうしてもあ

ると思います。国家レベルではもう少し長期的な国政の政策立案をどうするかという視点でおそ

らくそういうのが出てくると思いますが、地方現場を担う政策現場においては、実は私も経験は

短いんですが、おそらく直接的な政策課題に即効性の高い課題解決の手法を求めるということに

走りがちだというのは行政の性癖だと思います。しかしそれは政策現場にいる私どもとしては反

省するところであって、やはり中長期的な視点での政策立案を如何にしていくかというのが本当

に求められている中で、見えない課題、あるいは課題のとらまえどころ、あるいはもっと言えば

地域でのテーマ設定と塩沢先生がおっしゃったように、政策課題のテーマ設定というのが本当に

難しい。それこそ政策マンが知恵を絞る対象ではないかと思う。発注・受注という位置関係のな
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かでの細切れ的な発注ということの反省がある中で、我々も政策現場にいる自治体としても、中

長期的なテーマ設定を本当に真剣に考えなくてはいけないと反省もしております。 

もう一つ、国との関係でいくと、霞ヶ関で作るタイプの政策は必ずしも今の地域に当てはまら

ないということです。これは 10年、20年言われている話であって、地方都市に対して一種のパ

ターンを押しつけています。それによって日本の国土の成長が非常にうながされた、経済成長が

うながされたという時代がすでに去って 10年、15年たっているわけです。そういうときに、地

方が如何に自ら地域課題を考えて提言力発想力のある企画を霞ヶ関に持っていくということで

はなくて、海外でもかまわないから情報発信出来るかというのが、今の大阪市に求められている、

関西における大阪市に求められている行動ではないかと、現場を預かる人間として思っています。 

塩沢先生がおっしゃった、次の時代を担うテーマ設定を如何に真剣に考えるか、ということで

すが、それは行政の立場だけで出来るものではないので、そこにやはり知恵と経験、むしろ知恵

の立場で深く関わって、共に紡ぎ合うという立場で政策論争をしたいと思います。そういう自由

闊達な、例えばよくある審議会とか何々委員会という場は私どもがよく使う手法ですが、その手

法の限界もよく承知しています。片方、地方議会への説明責任も、あるいは地域のいろんなプレ

ッシャーグループに対する説明責任も、私どもには当然あります。一つの自治プロセスを保つた

めに当然そういうこともやるわけですが、政策を実現するにあたって本当に考えなくてはいけな

いプロセスがやはり出てきているのだろうなと思います。それを行政が政策立案する仕組みの中

に自然にビルトイン出来ればいいなと思っています。既存の審議会とか委員会とかいう手法とは

おそらく違う場がたぶんあると思います。行政現場を預かる我々にとって、行政の意思決定や政

策決定とは違う形の関わりを持つということが、より一層必要ではないかと思っております。 

 

【野口】 

ありがとうございました。非常に重要な論点ではないかと思います。特に地域のテーマ設定自

体が一番問われているということと、それを考えるプロセスの大切さについて語っていただいた

と思います。では、栗山さん、お願いします。 

 

【栗山】 

シンクタンク側から経営が厳しくなっているというお話があったが、この不況の中でどの業界

でもそういうことがあって、要は売れない。それは売れるような商品を作っていないという面が

あるわけです。サービスが買うに値するかどうかということを、シンクタンクとしては日々チェ

ックしていかないといけないと思います。本来なら売れるはずだと思っているのは間違いではな

いかという気がします。 

他方、立場を変えてシンクタンク側から考えると、最初に申し上げたように発注側のあり方、

地域の課題、シンクタンクの課題、国家的な課題も必要だと言われました。それはそうなんです

が、まず地域の課題に関して言えば、要はその地域が地域のことを自己決定出来るような環境が

ないと、なかなかシンクタンクは育たないと思います。人を育てるのはオンザジョブトレーニン

グだと思うので、仕事が出て来ないといけないという気はします。ただ，これも中央集権だから、

あるいは地方分権でないから駄目だと嘆いていても仕方がないので、そういうことをどう打開す

るかというのも地方のシンクタンクの大きな役割だと思います。かといってシンクタンクが自主
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財源でそういったことが出来るかといってもなかなか苦しいので、共通ファンドというような表

現もありましたが、何かそういった仕組みが必要だと思います。 

また、関西の地方自治体が自分たちの自己決定の権限を高めるために、もっと言うと地方分権

のために何かやろうかという意欲が、率直に言って非常に低いです。他の地域ではそういうのが

出てきています。知事なり県が主宰されて地方分権の問題に審議会方式とか研究会を作ってどん

どん提案されているのに対して、関西の自治体はこの問題について非常に消極的です。今の制度

の中で現場ということも大事でしょうが、それだけでは駄目なので、大きく制度を変えるという

ようなことについても関西の自治体の意識を変えてもらいたいと思います。これは行政というよ

り政治、トップの役割だろうと思います。先ほどもありましたが、まったく同感で、トップが地

方分権の大きなビジョンを持っていないところでは、シンクタンクだけが頑張ってもなかなか難

しいなという気がします。 

最後に、大きな国の仕事、国の課題に対しての関西のシンクタンクの役割というのは今でもあ

ると思います。というのは、中央政府に近いシンクタンクと政府の関係というのはあると思いま

すが、少し距離をおいた提言が出てこないと、国の政策を誤るということもあります。そういう

意味では、あえて東京から距離があり、ある種ハンディキャップを負っている関西のシンクタン

クが果たすべき役割があると思います。あるシンクタンクについて「こういうテーマで非常に特

色実績がある」というのがあれば、資金源がどこであろうと東京のシンクタンクとは違う政策提

言が出来るのではないかと思います。これについては今の中央集権体制のもとでも努力する余地

が多々あると思います。 

 

【野口】 

では直田さん、お願いします。 

 

【直田】 

いくつかについて意見を言わせていただきます。１つは９割以上がコンサルタントで、シンク

タンク業は１件ということですが、コンサルタントの部分を如何にシンクタンク化することが政

策そのものを民主化するためには必要ではないかと思います。そのためには行政の発注の仕方と、

政策を作る時のプロセスをどう組み立てるかですよね。これまでのような学識経験者と行政の人

とシンクタンクとで委員会を作って政策を作るという、そういう方式がかなり限界に来ています。

違う方式でないと新しい政策が出来ないということを自覚するとともに、仕組みを変える提案を

どんどんしていくことが必要です。それから私どもも行政の委託調査をやっていますが、「持続

可能な社会づくり」というミッションを立てて、それを実現するためのいろんな調査研究を組み

立てて提案して、それを受注に持ち込むということをやっています。その調査研究を通して国の

政策を変えていくというような仕組みを提案していきたいと考えています。どこまで出来るかと

いうのは力の面ではいろいろ忸怩たるものがありますが、変えていきたいと思っています。 

そういう意味で関西のいろんなシンクタンクの方も力は持っておられるので、本当に新しい切

り口で地域の課題、あるいはもう少し大きな課題を提案し、変えていくことが出来ている部分も

あると思います。リーダーがしっかりしないと無理かも知れないが、うまく行政の受け取る仕組

みが出来てほしいと思います。 
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例を挙げると、平成 14 年に静岡県の富士市では市長の提案で、市民のシンクタンクを作ろう

ということになり、半年ぐらい市民を公募し研究会をして、「コミュニティシンクタンクふじ」

を作りました。それまでは行政が担っていたのを切り離して独立した市民のシンクタンクをつく

り、これから政策の研究や提案を出していくことになりました。行政の政策と対立してもいい、

むしろ逆のオルタナティブな提案が欲しいんだということで、最終決定は市長の責任であるとし

て動いています。こういう形も一つのあり方だと思います。神奈川県の逗子市でも、若い市長が

シンクタンクを作ろうとしているという噂を聞きました。代案づくりに積極的にシンクタンクが

絡んでいくということが非常に重要かと思います。 

それともう一つ、地域の自己決定の仕組みが大事だということがこれまで共通の議論になって

きたと思いますが、地域の中で政策を提案する専門家であるシンクタンク、あるいはシンクタン

ク的なＮＰＯであるとか、シンクタンクでないＮＰＯでもその分野では非常に専門性を持ってい

るＮＰＯとか、行政、学者、大学が絡んだ共同型の政策を議論する場が必要なのではないかと思

います。仮に地域政策活動論と名付けますと、そこへいろんな関係者が集まり、地域の重要な課

題を議論する。塩沢先生がおっしゃっていた地域のテーマというものを出し合って議論しながら、

最終的にはそれぞれ参加する主体が自分の役割は一体何かということを提案して、実行していく

というような仕組みを作らなければいけないのだろうなと思います。 

そのために資金的な裏づけとして、やはり地域の活動ができるファンド、シンクタンクのため

だけではなくて、その地域が政策的な研究が出来るようなファンドを何らからの形で作っていく

ことが非常に重要なのではないかと思います。それを担う人材を作っていくというのがもう一つ

課題で、このためにいろんなところが研修事業をやっていく必要があるのではないかと思います。

我々のところも長期的な視点でそういう人材を作る研修事業も最近はじめましたし、大阪市大の

創造都市科でもそういうのを作っておられますが、いろんなところで人材を作る場を作り、学び

ながら、市民自らが政策決定に絡んでいくということが望ましいのではないかと思います。その

ためにシンクタンクがそのお手伝いをする。ドゥータンクというのも必ずしもシンクタンクが全

部自分でやって走り回るということではないとは思います。むしろ、シンクタンクがあちこちを

引っぱっていくという構造は逆に不健全だと思う。そういう人材をどう地域で作っていくか、そ

の種を蒔いていくのがシンクタンクの役目ではないかなと思っております。 

 

【野口】 

ありがとうございました。これまでの皆さんのご意見なり会場からのご意見に対してお３方そ

れぞれがお答えいただいたと思います。ここで鈴木先生のご意見を伺いたいと思います。 

 

【鈴木】 

５点だけ申し上げたい。まず１点目に営利・非営利の話があると思います。シンクタンクや政

策研究をある程度本格的にやるためには「べき論」で言えば非営利しか無理ですが、現実に今の

日本の中で非営利でやっていけるような財源などがない中で、そういう議論というのはなかなか

難しいと思います。その延長線ですが、現実に野村証券の総研系のシンクタンクでは、以前ある

程度余裕があった時には営利的に稼いだお金を持ち寄って共通のお金にし、それで非営利的な社

会に役立つような政策研究をやっていました。そういうことを考える場合は非営利でなければ絶
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対駄目というわけではないと思います。 

資料 3-6（ｐ38）のアメリカの政策研究市場の話ですが、この中にも実は営利系のシンクタン

クやコンサル的なマッキンレーとかアンダーソンといったものも含まれています。それから、「べ

き論」として非営利の形で政策研究をするべきだとお話をしましたが、日本の中でやはり非営利

でやっていけるようなシステムがありません。「日米の民間助成財団の比較」（資料 3-4，ｐ36）

を見て頂きたいが、日本の非営利民間の助成財団はアメリカの 10分の１、20分の１という規模

です。こういうところからある程度お金が流れるような形にしないと、非営利でやれと言っても

それは現実には起こらないというのが事実です。もう一つ付け加えると、アメリカも非営利だけ

で政策研究をしているわけではなくて、かなりの部分は国のお金が流れています。また、資料 3-4

にあるような非営利の助成財団みたいなところからも助成金が貰えるので、結果として政策研究

とか非営利の活動をする側からすれば、例えば国から貰えなかったら助成財団から貰うことが出

来るわけです。先ほどＮＩＲＡのほうからお金を貰って云々というお話があったが、そういった

オルタナティブというか、シンクタンクと助成財団の力関係が違うということが１点です。 

その延長線で、先ほど行政のほうからいくつかお話が出ていたが、行政の方がそういう政策研

究みたいなものを外部の研究機関に委託する時のやり方を少し変えて頂きたいと思っています。

委託研究というのは出来るだけ枠を狭めて、逆に助成的に助成財団というかブランドメイキング

のような形で、ある程度自由度をそこの研究機関に渡すような形で出して頂きたい。なぜこの提

案をするかというと、先ほど太田さんのほうから関西がどちらかというとヨーロッパに似ている

というお話があったと思います。しかしヨーロッパでは政策研究に対するお金が政府からシンク

タンクに流れていますが、政府は事細かく言わないで基本的に研究所に任せています。民主主義

の成熟度合いが違うのかなと思いましたが、そういう意味では苦言を呈したいのは行政の方が一

歩自己抑制して頂いて、民間にお金を出して頂けるようにして頂きたいと思います。 

もう１点、それとの連動で、上野真紀子さんという 10 年ぐらいアーバン・インスティチュー

トという研究所にいて、この 11 月から大阪大学の国際公共政策の教授になられた方がいます。

彼女は政策評価のお金を例えば国の予算の１％とか割合を決めて、それを必ず政策評価に使うよ

うなことを考えています。なぜそういう考えになったかというと、アメリカの場合も民間シンク

タンクが発達した理由は、政府の中に政策評価というものが広まって、それを外部に頼んだんで

すね。それで政府から外の研究機関にお金が流れて、結果として民間の中に政策研究をやるとこ

ろが増えたのでシンクタンクがある程度広まっていったということがあります。ぜひそういうこ

とをやって頂きたいと思います。中央政府だけではなくて、地方でもやれることだと思います。 

３番目は、先ほど野口さんから地域だけでいいのかというお話がありました。もちろん中央も

地方も両睨みでやるべきだと思いますが、今のシンクタンクの現状を考えたときに、なかなか難

しいと思わざるを得ないので、やはり地域というものを先行させてやっていったほうが、結果と

して中央を変えることができるのではないかと思います。 

４番目は、よくシンクタンクとかネットワークの話を聞くことが多いが、私はネットワークと

いう言葉は非常に否定的に捉えています。個々の研究所とか組織がきちんとしない限り、どんな

ネットワークを作っても良いものが出てくることはありません。それから先ほどあった委員会型

の話ですが、日本の政策形成、特に行政というのは、学者の方とかさまざまな方を呼んできてネ

ットワーク的にやっていたわけですね。それでクリエイティブなものが生まれてきたかというと、
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僕は生まれてこなかったと思います。今までのように、どこかにあるものを適当に加工して政策

を作るような状況であれば、今言ったようなネットワーク的なものとか審議会形式なもので次の

ステップというか新しい政策は出来ると思います。しかし今のようにどこにも手本がないことが

多いときに、それでは駄目で、研究所などで 24 時間ずっと１つの問題について考えられるよう

な場所を作らなければと思います。 

５番目ですが、「ドゥータンク」の話があったと思うが、「ドゥータンク」は皆さんの賛同は得

るようですが、私は間違っていると実は思っています。シンクタンクが新しい成果を出すために

「ドゥータンク」までやってしまうと、新しいものを絶えずアイデアを出していくことが出来な

くなって引きずられてしまう。その意味でシンクタンクはもっと考えることに特化して頂いて、

その出てきた成果をそれこそＮＧＯとかＮＰＯの方々が活用して「ドゥータンク」的な活動をし

て頂く方がいいと思っています。 

最後の提案のところなんですが、先ほど非営利の話とか資源配分を変えなくてはいけないとい

うことを申し上げたと思いますが、ご質問頂いた方の中で今私が国会にシンクタンクを云々とい

うお話だったと思うが、いま超党派の議員の方々と日本の国会の中にアメリカで言えば議員予算

局？CDO というのを作ろうとしている。その中には単に研究機関だけではなくて、ハンドル？

を実は作りまして、それを民間の研究機関などに委託して、そういうところが成長出来るような

ことも含めた機能として考えたいというふうに思っています。 

もう１点、知り合いの代議士の話によると、遠からずコミュニティ財団とかシンクタンクが日

本の中で成長出来るような法案を出してくると思います。シンクタンクが日本に必要だというよ

うにお考えであるのなら、民間の立場からぜひサポートして頂くことをお願いしたいと思います。 

 

【野口】 

どうもありがとうございました。 

 

【太田】 

さっき鈴木先生から話が出ましたが、私は「ドゥータンク」をやりたくてやってるわけではな

いんです。我々シンクタンカーの生きがいというのは提言した政策が実現されるということなん

ですよね。それがされない原因は政策が全然使い物にならないということも往々にしてあります

が、誰が考えてもやるべきだということが実現しないということが、特に行政においてはあるん

です。だからこれは誰かが入ってやるしかないという状況なんです。やりたくてやってるという

よりは、やる人がいないからやってるというわけです。おっしゃるように、それがシンクタンク

のするべき役割かというと、それは疑問です。違うと思いますが、そうせざるを得ない現状があ

ります。それにからめて言うと、神田さんのほうから行政の内部で短期的政策に現場とかお話が

あったが、私は政策である以上、短期、中期、長期でシンクタンクが区別しているということで

はなくて、言ったことをやってくれないというところに最大の問題があると思います。ＫＵの話

をしたが、要するに言ったことを受けて、やるやらないは別ですが、ちゃんとした理由をもって

やるならやる、やらないならやらないという意思決定と説明責任を果たすところがない限り、シ

ンクタンク側にやり甲斐が生まれてこないのではないかと思います。 
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【金井】 

「ドゥータンク」のこともあるんですが、時間がないので。シンクタンクがはい上がっていく

ために、何をどうやったらいいかというときに、機会、場が非常に大事だと思います。シンクタ

ンクだけではなく大学も、いろいろな連携プレーをしながら、自らを鍛えながら時代の要請に応

えていく。やはり作り易い地域ですから関西からモデルを作っていく。そういうことで学会のこ

とも言いたかったんですけど省略させてもらいます。いろいろ実践しますが、芽がいっぱい出て

きているので、それを本当に確認しながらやっていくということが大事だなということで、締め

くくりたいと思います。 

 

【森田】 

私は実は大阪でシンクタンクをやっており、神戸でＮＰＯ法人のサポートセンターの協力をさ

せて頂いています。大阪であきんどして神戸で市民しているということなんですが（笑い）。い

まお話を伺いますと、やはり大阪市さんも鈴木先生も関経連さんも、シンクタンクにＮＰＯ的役

割を結構期待されてるんやなあと改めて思いました。私はこれからどういう立場をとって仕事を

していけばいいのかな（笑い）とちょっと悩んだんですけど。お話を伺っていると、詰まるとこ

ろは人とお金の話になるということで、それに関して少しばかり。91年に関西の独立系シンクタ

ンク 21社、それから財団系のシンクタンクが 10社で、「グローバル社会における関西像研究会」

というのを、ほかならぬ司会の野口さんを中心に結成して、共同研究・交流・それから 21 世紀

の関西はどうあるべきかということを部会に別れて提案し、ＰＲしました。これは残念ながら

2000年で一応第１期を終えて、あとは各シンクタンクの中堅に手渡したつもりなんですが、なか

なか第２期というふうにシフトして行かない。人材に対する小言も言いたいこともないでもない

が、やはり大事なところはこれからの中堅、若手のシンクタンク、シンクタンカーがどう伸びて

行くかなということで、今日のお話を聞いて改めて彼らの尻を叩かなあかんなと思いました。 

 

【野口】 

どうもありがとうございました。それでは最後に塩沢先生お願いします。 

 

【塩沢】 

もちろんまとめるなんてことは出来ませんが、大変重要な課題がいろいろ出たことだけは確か

だろうと思います。ただ、こういうことを１回でまとめて終わりということには到底できないの

ではないかと思います。その意味では、レジュメに書かせてもらいましたが、やはりもう少し機

会を設けて継続的に議論できないかなと思います。森田さんからもあったように、シンクタンク

や行政や大学なども入ったようなフォーラムですね。直田さんが言われた地域政策プラットフォ

ームのようなものを、まずは試みに作って動く中でしか、なかなか議論出来ないのではないかと

思います。鈴木先生もいろいろなことを言われて、専門家ですからなるほどと思うことが多いで

すが、ただ、まだまだ関西というレベルで考えたときに議論しなきゃいけないことがあると思い

ます。シンクという機能とドゥーという機能についてですが、ドゥーという機能に入り込むとシ

ンクタンクは本当にその機能を果たせないというお話がありました。しかし他方では、いま関西

のほとんどの提言というのは、それが経済団体であろうと行政のものであろうと、ほとんど提言
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だけに終っているんですよね。そこが参加していて一番虚しく思うことで、太田さんが言われた

ように、そこをどう変えるかということになると、やはりドゥーというところまで踏み込まざる

を得ないんですね。 

もう一つ、今日聞いていて思ったんですが、やはり第三の焦点というのか、軸がいるのかなと

思いました。皆さんの話は現状は行政ないしは経済団体とシンクタンクという形になって、この

あり方、関係をどう変えるかということでした。神田さんからは発注の仕方や課題設定の仕方を

含めていろいろ考え直したいという提案もありましたし、質問の中からも、そもそも関西の行政、

特にトップがきちんとしたことを考えていないんじゃないか、他の地方などではもっと頑張って

いるよという話がありました。これは行政とシンクタンクの関係の問題で、確かにこれは変えな

いといけませんが、私は神田さんが言われたように、行政の人がいい問題設定をするということ

で事が済むのだろうかと思っています。というのは、何がいい問題で、我々がこれから取り組む

べき問題であるかということは、行政マンの独占すべきものではないと思うからです。民主主義

という言葉が出ていましたが、これはやはり共通の議論の場があって世論が作られて、その中で

やはりこれが必要だということを行政マンが実行していく、または委託していくということでな

いといけないのではないでしょうか。その共通のプラットホームこそが関西に欠けているものだ

ろうと思います。東京ですと、政府があり、議会があり、マスコミなどのいろんなものがあり、

そこで常に議論が行われているのに対して、関西は１対１の関係はあっても、やはり公共の場で

「関西に何が必要か」「何に取り組むべきか」ということを議論する場がないと思います。研究

会はちょっと小さいかも知れないが、マスコミの人にも入ってもらい、新しいプラットホームと

いうのか世論形成の場をつくっていく必要があると思います。それを担う人、「オピニオンリー

ダー」という言葉を使わせてもらったんですけど、そういった人達で小さな一歩を始めさせて頂

いたら有り難いなと思っています。 

 

【野口】 

どうもありがとうございました。非常に多岐にわたる問題が指摘されましたが、それを高々２

時間半とか３時間で整理できるものでもないし、それだけでは何にもならないと思います。そう

いう意味では、これから皆で議論して政策形成のプラットホームのようなものをつくることが必

要なのではないか、そこから全て始まるのだというご提案だったと思います。これについては、

司会者がここで自分の決意表明をしても仕方ありませんので、皆さんと協力して、今日会場に来

られている方も参加して頂けるような形で実現していきたいと思います。 

たくさんの優れた方々に出演して頂き、今日のパネルディスカッションは実り多いものであっ

たのではないかと思います。どうもありがとうございました。（拍手） 
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シンク・タンク（民間非営利独立型の政策シンク・タンクの定義） 

 

（定義） 

シンク・タンクは、単なる調査研究機関ではない。民主主義社会で実際に政策を実施はしないが、

学問的な理論や方法論を活用して、きちんとしたデータを基にした政策の形成がなされるように実

際に役立つ政策的な提案やアドバイスをしたり、実施されている政策を評価したりモニターしたり

する組織である。またそれらの活動を通じて、実際の政策がつくられていく際に、多くの意見が反

映されたり、さまざまな政策案がお互いに競争しよりよい政策が生まれて、さらにそこに市民が政

治参加できる環境をつくりだす組織である。 

 

（組織要素） 

民間、非営利、独立、公益 

 

（ポイント） 

政策の非執行者、アカデミック、多元性・競争性、政策研究、「知（学問、理想）」と「治（政治、

政策、現実）」を結ぶ装置、インターミィデアリー（仲介機関）、民主主義の装置 
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日米の主な民間助成財団の比較  

 

 財団名（米）   資 産 額  財団名（日）   資 産 額 

 ｹﾞｲﾂ財団  171億ﾄﾞﾙ 笹川平和財団  733,13億円 

 ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ財団  130億ﾄﾞﾙ 稲盛財団  644億円 

 ﾌｫｰﾄﾞ財団  114億ﾄﾞﾙ 平和中島財団  513,54億円 

 ﾘﾘｰ財団  111億ﾄﾞﾙ 河川環境管理財団  275,55億円 

 ｼﾞｮﾝｿﾝ財団   81億ﾄﾞﾙ 中山隼雄科学技術文

化財団 

  
 192,18億円 

 ｹﾛｯｸﾞ財団   62億ﾄﾞﾙ ﾄﾖﾀ財団  165,73億円 

ﾋﾟｭｰ・ﾁｬﾘﾀﾌﾞﾙ・ﾄﾗｽﾄ  
  48億ﾄﾞﾙ 

車両競技公益資金記

念財団 

 
 155.33億円 

 ﾏｯｶｰｻｰ財団   42億ﾄﾞﾙ 石橋財団  141,99億円 

 ﾒﾛﾝ財団   35,4億ﾄﾞﾙ 放送文化基金  133,52億円 

 ﾛｯｸﾌｪﾗｰ財団   35億ﾄﾞﾙ 長尾自然環境財団  131,81億円 

    
（参考） 

ﾌﾞﾙｯｷﾝｸﾞｽ研究所 

  
  2,76億ﾄﾞﾙ 

 
東京財団 

 
 約 350億円 

    

米国の財団は 1999年現在。日本の財団は 1996年、笹川平和財団は 1998年現在。稲盛財団は、2001

年現在。米国の財団は、すべて企業財団ではなく、個人財団。
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欧米型欧米型欧米型欧米型ののののシンクシンクシンクシンク・・・・タンクタンクタンクタンク産業産業産業産業とととと市場市場市場市場のののの性格性格性格性格・・・・特徴特徴特徴特徴

構成要素 特徴・背景・条件

生産活動

政策研究

政策提言

代替案、評価、事実提供

政策研究の質、量

政策科学の発展

政策の質的向上

投入素材 データ／情報
情報公開の原則

情報へのアクセスの容易さ

製品

書籍出版

公聴、証言

会議、セミナープレス発表

情報提供、公開

課題議論材料の提示

資金源

公的資金

民間資金

（基金、財団、企業、個人献金）

研究委託、契約、競争入札

フィランソロピー（税優遇措

置）

産産産産

業業業業

のののの

性性性性

格格格格

労働力／

スタッフ

研究者

民間非営利「経営者」

理事

高い移動性／回転ドア

社会慣習、非終身雇用

多彩な職業経験の可能性

観客／

消費者

政策担当者／政治家／行政官

マスメディア

一般

提言、代替案に対する需要

政策課題伝達の必要

理解の質、解釈、翻訳の必要
市市市市

場場場場

のののの

性性性性

格格格格 市場基盤 社会環境

政策指向型社会、民主主義指

  向、限定的政府、三権分立

政策形成の透明性

競争、スピード、融通性

『世界のシンクタンク』鈴木崇弘、上野真城子 サイマル出版会 1993.12
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民間非営利民間非営利民間非営利民間非営利セクターセクターセクターセクターのののの活動活動活動活動

宗教宗教宗教宗教
医療健康医療健康医療健康医療健康

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉、、、、法律法律法律法律
教育教育教育教育／／／／研究開発研究開発研究開発研究開発
地域地域地域地域・・・・住宅開発住宅開発住宅開発住宅開発
友好友好友好友好芸術芸術芸術芸術／／／／文化文化文化文化

国際国際国際国際／／／／援助援助援助援助

財団財団財団財団 ････ 基金基金基金基金

民間営利民間営利民間営利民間営利セクターセクターセクターセクター公共公共公共公共セクターセクターセクターセクター

民間非営利民間非営利民間非営利民間非営利セクターセクターセクターセクター

ノンプロフィットノンプロフィットノンプロフィットノンプロフィット・・・・オーガニゼーションオーガニゼーションオーガニゼーションオーガニゼーション

献金 ボランティア

市民市民市民市民市民市民市民市民市民市民市民市民市民市民市民市民

補助
金

献金コーポレート
フィランソロピー

サービス配分

市民
参加 アド

ボカ
シー

アドボカシー

 

米国米国米国米国のののの政策研究市場政策研究市場政策研究市場政策研究市場

企 業

マス ・メディア

APPAM

民間助成財団

政策研究資源
研究資金、代替案

人材、理論・方法論
政策分析・評価結果
政策行政情報、技術等

NPO/NGO

大学／学界

シンクタンク

弁護士

ロビースト

大統領、閣僚
官僚等

政治家
議会スタッフ等

市民

研究者・学者
学生等

学者政治家
政策アナリスト
政策起業家等

[公共部門]

行政府
White House,OMB, 

CEA,NEC,NSC,USTR

Departments,Agencies  etc

立法府
Congressional Sources

GAO,CBO,CRS,

Wilson Center  etc

[民間部門]

公共政策系大学院

高等研究機関 等

Carnegie, Ford, 
Rockefeller  etc  

(Kストリート集

団）

（メディア・ランド）

Brookings,RAND,IIE,
Heritage,Enterprise,WPI,
Foreign Relations,Urban,
PPI,Worldwatch,etc
Mckinsey, Andersen,
Policy consulting  etc

政府機関
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シンクタンク：政策提言機関のあり方を考える 

   ―シンクタンクは関西の頭脳たりえるか― 
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